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綾てるは図書館　綾てるは図書館　📞📞77-018077-0180
ホームページで簡単に蔵書検索や予約
ができます。ぜひご利用ください。

休館日 6日(月)、13日(月)、14日(火)
20日(月)、27日(月)、28日(火)

開館時間 火～金曜日� 9:00～18:00
土・日・祝日� 9:00～17:00

図書館
  だより

　5 月 9 日（土）に開催します。ぜひご参加くださ

い。参加無料。なお、②おはなし会と③オカリナコ

ンサートの参加には申し込みが必要です。4月15日

（水）～ 5 月 5 日（火・祝）にカウンターまたは電

話でご予約ください。

①本のリサイクル市
　（午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分）

②おはなし会
　（午後 2 時～ 2 時 30 分）

③オカリナコンサート
　（午後 3 時～ 3 時 30 分）

　町内のグループ「よつ葉・綾

オカリナ」による演奏をお楽し

みください。

④抽選会
　（午後 3 時 30 分から）

※本を借りて②おはなし会または③オカリナコン

サートに参加した人が対象

おはなし会
■日時／毎週土曜日 午後 2 時から

子ども映写会
■日時／ 4 月 4 日（土）午前 10 時から

■作品／映画「すみっコぐらし　ツギハギ工場のふ

しぎなコ」

　綾町在住・在勤者はもちろん、町外の人も利用で

きます。本を借りるときには「図書館利用者カード」

が必要です。カードがない場合は、カウンターでお

申し込みください。0歳から作ることができます。マ

イナンバーカードや運転免許証などの身分証明書を

お持ちください。

貸出可能な資料の種類・数

子ども図書館まつりの参加者募集 ４月の催し

てるは図書館を利用するには

最後の皇帝と謎解きを ドーナツのなかになつがある
著者　犬丸幸平 絵　あわい

　1920 年、中国。日本人絵師の一条剛は、紫
禁城に住む廃帝・溥儀に水墨画の師として雇わ
れる。剛は城で起こるさまざまな謎を溥儀とと
もに解き明かし…。身分も国も超えた友情×歴
史ミステリー。第 24 回「このミステリーがす
ごい！」大賞受賞作。

　「ドーナツ」ということばのなかには、「なつ」
ということばがかくれています。ほかのことば
にはどんなモノ・コトがかくれているでしょ
う ? 言葉遊びを通じ、日本語のおもしろさを伝
え、豊かな言語感覚を育む絵本です。

一般書 絵　本

種類 貸出数の上限 貸出期間

本・雑誌 10冊まで 15日間

CD・DVD 2点まで 5日間
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■対　　象／町内に住む 70 歳以上
　　　　　　運転免許証を返納した人
　　　　　　障がい者手帳などをお持ちの人
■運行時間／平日の 8:45 ～ 16:45
■予約方法／スマホアプリ「MONET（モネ）」または電話
　　　　　　（利用希望日の 1 週間前から乗車時刻の 15 分前まで）

綾オンデマンド交通

ぐるっとあや

運行エリアを町全域に拡大！ 同伴者も乗車可能に！

　令和 7 年度に実験的に運行した綾町オンデマンド交通
は、4 月から本格運行に移行し「綾オンデマンド交通ぐ
るっとあや」になります。これまでに皆さんから寄せられ
たご意見をもとに、より使いやすい交通サービスに生まれ
変わります。70 歳以上の皆さんはぜひご利用ください！
なお、外出支援バス（軽自動車）は「福祉交通てるはー
と」の名称で運行しますが、利用条件に変更はありません。

　申請には、対象者の三親等以内の親族やケアマネジャーなどの署名と身分証の提示が必要です。な
お、オンデマンド交通のエリア拡大に伴い、倉輪・竹野・二反野・久木野々・尾立地区の 70 歳以上
の利用枚数はこれまでの半分となります。詳しくは福祉・児童家庭係（📞77-1114）へお問い合わせ
ください。

　これまで対象外だった尾立・竹野・倉輪・二
反野・久木野々地区でも運行を始めます。拡大
エリアには公民館など 24 カ所に停留所を新
設します。

　病院や買い物の付き添いなど、同居する家族
や町外に住む親戚などの同伴者と一緒に乗車
できるようになります（事前に電話などで登録
が必要）。

何回でも
乗車無料

●MONETアプリで予約
●電話で予約　📞77-1133
高齢者健幸サポートセンター
（8:30～16:30）

タクシーの乗車料金補助

倉輪・竹野地区の70歳以上 50枚 綾町在住で次のいずれかの手帳を所持

している人

・・　下肢または体幹機能障害1級～3級

・・　視覚、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、

　　直腸、小腸機能障害1級

・・　療育手帳Ａ

・・　精神障害者保健福祉手帳１級

・・　予防接種被害者健康手帳

100枚

二反野・久木野 ・々尾立地区の70歳以上 40枚

上畑・宮谷・古屋・崎ノ田・四枝・杢道

割付・小田爪・宮原地区の75歳以上
24枚

中堂・揚町・立町・昭和・神下・東中坪

西中坪・南麓・麓・北麓の75歳以上
16枚
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健康・福祉・子育てのページ

　4 月から子育て支援センターの一時預かり保育利

用料金が 1 時間当たり 300 円に変わります。

　一時預かり保育は、家庭で保育している保護者が

病気や出産、冠婚葬祭、パート就労、リフレッシュ

などにより一時的に子どもの世話ができないときに

利用できます。利用には事前登録・面談が必要です。

詳しくはお問い合わせください。

［問］子育て支援センター　📞77-1154

　4 月から全国の自治体で「こども誰でも通園制度」

が始まります。

　保育所などに通っていない 0 歳 6 カ月～ 2 歳の子

どもが、毎月、一定時間の範囲で保育所や認定こど

も園に通える制度です。保護者の就労状況に関係な

く利用できる点が大きな特徴で、保育所の利用に必

要な「仕事をしている」「頼れる親族が近くにいな

い」などの条件は必要ありません。詳しくは「こど

も誰でも通園制度」ホームページをご覧ください。

■利用できる保育施設／南俣保育所、綾幼稚園、綾

　保育園

■対象／ 0 歳 6 カ月～ 2 歳まで

■利用枠／ 1 カ月当たり 10 時間まで

■利用料／ 1 時間当たり 300 円

［問］こども教育推進係　📞77-5002

　各自治公民館で午前 9 時 30 分から行います。公民

館まで行けない場合は送迎します。

［問］高齢者健幸サポートセンター　📞77-1133

　「子どもが急に発熱してし

まったけど、仕事を休めな

い」。病気中・病気回復期の

子どもを保育所で預かって

もらえない場合などに、病

児・病後児保育施設「あやっ

子ケアルーム」をご利用くだ

さい。生後 6 カ月～小学校 6 年生までお預かりしま

す。町外在住者も利用できます。

　なお、利用には事前登録が必要です。利用方法など

詳しくはお問い合わせください。

［問］あやっ子ケアルーム　📞77-3733

一時預かり保育の利用料金

4月から開始！こども誰でも通園制度

お達者クラブ

あやっ子ケアルームを利用しませんか

百歳体操で いきいき健康生活！　 vol.29

西中坪「いきいき百歳体操」に参加

藤元　幸 さん　（西中坪）　90歳

　歩きにくくなってきたのを感じて以来、百歳体操やミラクルジム、週 2 回
のグランドゴルフ、毎日 5,000 歩の散歩に励んでいます。百歳体操の効果で
足が上がるようになり、歩行速度も速くなりました。家族に迷惑をかけたくな
いので、きちんと動ける身体に整えようと頑張っていますよ！

日　程 地　区 日　程 地　区
1日(水) 久木野々 14日(火) 南麓
3日(金) 古屋 15日(水) 倉輪
6日(月) 東中坪 16日(木) 麓
7日(火) 宮原・西中坪 17日(金) 宮谷
8日(水) 尾立 21日(火) 四枝・揚町
10日(金) 北麓 22日(水) 上畑
13日(月) 立町 24日(金) 二反野

※ 7 日（火）の宮原・西中坪交流会は、午前 10 時から高　
　年者研修センターで開催
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健康・福祉・子育てのページ

　就学・通学を支援する「綾町高校生等子育て世帯

支援給付金制度」の対象となる可能性がある世帯へ

4 月下旬に案内と申請書を郵送します。詳しくは役

場ホームページをご覧ください。なお、申請書は 4

月 1 日以降に役場ホームページからダウンロードす

ることもできます。

■対象／高校生、町外の中学校に在籍する中学生の

　　　　保護者（綾町在住であること）

■給付額（年額）

※町外の中学校に在籍する生徒は、上記区域の高校

生の 2 分の 1 の額

■提出書類／所定の申請書、在学証明書、納税義務が

ある世帯員全員の完納証明書、通帳またはキャッ

シュカードのコピー

■申請期限／ 10 月 30 日（金）

■提出先／教育総務課

　　　　　（町公民館 1 階教育委員会事務室）

［問］こども教育推進係　📞77-5002

高校生などの就学・通学を支援します4月の健康・子育てカレンダー

1日 水 南俣保育所入所式

5日 日 在にしぞの内科　📞82-5522

8日 水
子室内遊び
綾小・中学校始業式

9日 木 綾中学校入学式

12日 日 在こむら内科医院　📞82-5611

13日 月
包笑おう会

（13:30から健康センター）

14日 火 綾小学校入学式

15日 水 子こいのぼり制作

17日 金
健まま♡baby広場（要予約）
無医地区巡回診療

（倉輪12:00から、広沢13:00から）

19日 日 ※東諸県郡内の在宅医はありません

22日 水 子誕生会

24日 金
健幼児歯科健診

（13:10～13:25受付）

26日 日
在平山こどもクリニック　
📞75-5600

27日 月
包笑おう会

（13:30から健康センター）

29日 祝 在けいめい記念病院　📞75-7007

在在宅当番医　子子育て支援センターの行事
包 地域包括支援センターの行事　
健健康センターの行事

問い合わせ・相談先

◆ 健康センター� 📞77-0195
◆ 健（検）診コールセンター�📞55-0335
◆ 地域包括支援センター� 📞77-3141
◆ 子育て支援センター� 📞77-1154
◆ あやっ子ケアルーム� 📞77-3733

お誕生おめでとう
2月1日～28日に届け出があったお子さんです

新松凛乃輔 ちゃん［男］ R8.2.4 生
（しんまつ りんのすけ） 保護者：隆生さん ［宮原］

宮崎市内の高校などに在籍する生徒 11万円

東諸県郡内の高校などに在籍する生徒 6万円

上記以外の高校などに在籍する生徒 11万円
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役場窓口の
受付時間を変更します 5/1金から8:45～16:30
役場に行かなくてもできる手続き

●対象施設／役場本庁舎のみ
●電話対応／これまでの8:30～17:15のまま変わりません　📞77-3466

窓口に関するお問い合わせ先

町民係　📞77-3466
オンライン申請サービスに関するお問い合わせ先

情報管理係　📞77-1112

個人 問い合わせ先

引
　
越

転居予定連絡（転居予約） ●

町民係
📞77-3466

転居予定連絡取消 ●
転出届 ●
転出届取消 ●
転入予定連絡（転入予約） ●
転入予定連絡取消 ●

児
童
手
当

受給資格及び額についての認定請求 ●

福祉・児童家庭係
📞77-1114

額の改定の請求及び届出 ●
氏名変更／住所変更等の届出 ●
未支払の児童手当等の請求 ●
寄附の申出 ●
寄附変更等の申出 ●
学校給食費等の徴収等に関する申出 ●
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変
更等の申出 ●

保
育

教育・保育給付認定兼保育施設の利用申込 ● こども教育推進係
📞77-5002保育施設等の利用に係る現況届 ●

調
査

特定健診・がん検診に関するアンケート ● 健康増進係　📞77-0195
オンライン化を希望する手続きを教えてください ● 情報管理係　📞77-1112

個人 事業者 問い合わせ先

高
齢
者・介
護

被保険者証の再交付申請 ● ●

保健推進係
📞77-1114

介護保険負担割合証の再交付申請 ● ●
負担限度額認定申請 ● ●
居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請
（住宅改修前） ● ●

居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請
（住宅改修後） ● ●

居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請 ● ●
高額介護（予防）サービス費の支給申請 ● ●
要介護・要支援認定の申請 ● ●
要介護・要支援更新認定の申請 ● ●
要介護・要支援状態区分変更認定の申請 ● ●
住所移転後の要介護・要支援認定申請 ● ●
居宅（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出 ● ●

そ
の
他

［被災者支援］罹災証明の発行申請 ● ●
税務係

📞77-1113軽自動車税減免申請 ● ●
住民税・所得税申告受付の予約 ● －
令和8・9・10年度　綾町競争入札参加資格申請（変更） ● ● 財政係📞77-2948

企業版ふるさと納税　寄附申出 － ● ふるさと納税係
📞77-4025

受付時間を短縮してできた時間で、できるだけお待たせしない手続きへの改善や役場に行か
なくても手続きができる「オンライン申請」の取り組みを推進し、住民サービス向上に努め
ます。

スマートフォンやパソコンで届出や請求ができる手続きは次のとおりです。一部の手続きにはマイナンバーカードやカードリーダーなどが必要となりますのでご注意ください。
便利で簡単な「綾町オンライン申請サービス」をぜひご利用ください。右下の二次元コードを読み取ると、綾町オンライン申請サービスのページにアクセスできます。

オンライン申請サービス
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くらしの情報

詳しくはチラシや役場ホームページで
お知らせします。

4月

おしらせ 春の交通安全運動

　4 月 8 日（水）～ 15 日（水）に実施します。
　県内では交通死亡事故が増加しています。シート
ベルトや自転車用ヘルメットを使用し、歩行者優先
の意識を持って安全運転を心がけてください。また、
運転中のスマートフォンの操作・通話は事故につな
がりますので、決してしないでください。運動の重
点は役場ホームページに掲載します。

危機管理係　📞77-1112 問

おしらせ

おしらせ

令和8年度のごみ収集カレンダー

第12回特別弔慰金

　4 月から令和 9 年 3 月までのごみ収集カレンダー
（地区別）は、広報 3 月号と一緒に自治公民館加入世
帯へ配布しました。引っ越しなどにより新しいカレ
ンダーが必要な場合は窓口にお申し出ください。町
ホームページでもご覧になれます。
　また、簡単便利なごみ分別アプリ「さんあ～る」
もぜひご活用ください。

　第 12 回特別弔慰金は令和 7 年 4 月 1 日を新たな
基準日とし、同日において年金給付の受給権者がい
ない場合に、先順位の遺族 1 人に特別弔慰金が支給
されます。詳しくはホームページをご確認ください。
■請求期間／令和 10 年 3 月 31 日まで
■額面／ 275,000 円（5 年償還の記名国債）

生活環境係　📞77-3465

福祉・児童家庭係　📞77-1114

問

問

おしらせ

おしらせ

滞納処分強化中！

タウンミーティングを開催します

　国民には納税の義務があります。納付期限までに
税を納めなかった場合には督促状が送られ、督促状
の発送日から 10 日以内に納税がないと「滞納処分」
となります。滞納処分とは、財産調査を行ったうえ
で財産を差し押さえ、強制的に町税などを徴収する
方法です。
　納付期限までの納税が難しい特別な事情があると
きには、早めに税務係にご相談ください。

■差し押さえられる財産
　給与、預貯金、生命保険、不動産、自動車など

※いつ何が差し押さえられるかの事前連絡はあ
りません

■これも滞納です
　「うっかり納税を忘れてしまった」
　「引き落としをしている口座が残高不足だった」

　町の魅力や課題などについて、町長が町民の皆さ
んと対話するタウンミーティング（対話型集会）を
4 月から 6 月にかけて開催します。皆さんの参加を
お願いします。

■ 4 月の開催地区と日程

■時間／午後 7 時開会、8 時 30 分終了予定

※日時の変更があった場合は防災行政無線などでお
知らせします

税務係　📞77-1113

まちづくり推進係　📞77-3464

問

問

地区 日程 場所

上畑 13日（月） 上畑公民館

四枝 15日（水） 四枝公民館

中堂 17日（金） 中堂公民館

揚町 20日（月） 揚町公民館

立町 22日（水） 立町公民館

宮谷 28日（火） 宮谷公民館

古屋 30日（木） 尾原公民館
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おしらせ おしらせ自転車の交通反則通告制度スタート 軽自動車税の減免申請

　道路交通法が改正され、４月１日（水）から自転
車の交通反則通告制度（青切符）が導入されます。
自転車を運転する 16 歳以上が対象で、信号無視や
携帯電話の使用などの交通違反を場合に交通反則告
知書（青切符）が交付されるようになります。詳し
くは警視庁のホームページをご覧ください。

　身体に障がいがある人や福祉施設などが所有する
軽自動車のうち、一定の条件を満たす場合は軽自動
車税の減免を受けることができます。
■申請に必要なもの
　運転免許証、車検証、障がい者手帳（該当者のみ）、　　
　申請者の本人確認書類、納税通知書
■申請期限／ 6 月 1 日（月）

危機管理係　📞77-1112 税務係　📞77-1113 問 問

おしらせ おしらせごみの受け入れ停止 水質検査

　エコクリーンプラザみやざきでは、電気設備年次
点検のため下記の日程のごみの受け入れを停止しま
す。
■日程／ 4 月 11 日（土）

　検査希望者は、前日までに検査容器を役場まで取
りに来てください。

■水質検査日／ 4 月 28 日（火）
■検査手数料／ 6,600 円

エコクリーンプラザみやざき　📞30-6511 上下水道係　📞77-3467問 問

おしらせ

お願い 固定資産の縦覧制度・閲覧制度国民年金保険料はきちんと
納めましょう！

縦覧制度
　納税者が土地・家屋縦覧帳簿で納税者本人の土
地・家屋の評価額をほかの土地・家屋の評価額と比
較できる制度です。縦覧には本人確認書類が必要で
す（代理人の場合は押印済みの委任状）。
■期間／ 4 月 1 日（水）～ 30 日（木）の平日
■時間／午前8時30分～正午、午後1時～5時15分
■場所／役場町民室
■手数料／無料

閲覧制度
　所有する固定資産の価格などを閲覧し課税の内容
を確認することができる制度です。閲覧には本人確
認書類が必要です（代理人の場合は押印済みの委任
状、借地人・借家人の場合は賃貸借契約書などの書
類）。
■期間／ 4 月 1 日（水）以降の平日
■時間／午前8時30分～正午、午後1時～5時15分
■場所／役場町民室
■手数料／ 1 件につき 300 円（縦覧期間は無料）

保険料改定について
　 国 民 年 金 保 険 料 は、 令 和 8 年 4 月 か ら 月 額
17,920 円になります。国民年金は老後やもしもの
時の大きな支えとなります。納め忘れが続くと、将
来、年金を受け取れないこともありますので、きち
んと期限内に納めましょう。

保険料の前納や免除制度について
　国民年金には、一定期間の保険料をまとめて前払
いすると保険料が割引になる「前納制度」がありま
す。また、学生の在学期間や、産前産後期間の保険
料が免除される制度のほか、失業などによる特例免
除もあります。いずれも申請が必要です。

税務係　📞77-1113
町民係　📞77-3466
宮崎年金事務所　📞52-2111 問

問
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募　集

お願い

募　集

お願い農業委員・農地利用最適化推進委員を募集

水道の使用に関する手続き

ごみ拾い大会を開催します

不動産を相続したら必ず登記を！

■任期／令和 8 年 7 月 20 日から 3 年間
■業務内容／農地法に基づく権利移動や転用許可案

件の審議・決定、現地調査など
■募集人数／農業委員 10 人、農地利用最適化推進

委員 8 人
■応募期間／ 3 月 30 日（月）～ 4 月 30 日（木）
■報酬／月額 20,100 円

　上下水道を使い始めるときは手続きが必要です。
使用開始日の３日前までに役場窓口に書類をご提出
ください。また、転出・転居・長期不在などで使用
を中止するときは、役場窓口または電話での手続き
をお願いします。また、引っ越しをしていなくても、
使用者名義が変わるときは届け出が必要です。

　子ども議会で提案された町内ごみ拾い大会「AYA
ビューティフル大会」を開催します。チームで力を
合わせて制限時間内にごみを拾い、その量などを競
うイベントです。賞品や参加賞もあります。町全体
で取り組む行事です。できるだけ多くの参加をお願
いします。詳しくは公民館長会を通しておしらせし
ます。

■日時／ 5 月 10 日（日）午前 9 時 30 分受付開始
　　　　※雨天中止
■集合場所／綾中学校グラウンド
■持ち物／帽子、タオル、飲み物
■応募方法／氏名・連絡先を 4 月 24 日（金）まで

に生活環境係へお知らせください
　メール seikatukankyou@town.aya.lg.jp
　📞77-3465　FAX77-2094

　不動産の所有者が亡くなったときに名義を相続人
に変更する「不動産の相続登記」が令和 6 年 4 月
1 日に義務化されました。相続人は不動産の取得を
知った日から3年以内に相続登記をしなければいけ
ません。正当な理由なく登記を行わなかった場合は
10 万円以下の過料の適用対象となります。なお、義
務化前に相続された不動産は令和 9 年 3 月 31 日ま
でに相続登記をする必要があります。
　また今年 4 月 1 日からは、不動産の所有者が住所
や氏名などを変更した場合の変更登記が義務づけら
れます。
　専門家に相談したい場合は相続登記相談センター

（📞0120-137832）へお電話ください。

農業委員会事務局　📞77-0100

上下水道係　📞77-3467生活環境係　📞77-3465

宮崎地方法務局　📞22-5124

問

問問

問

くらしの情報

詳しくはチラシや役場ホームページで
お知らせします。

4月

募　集 生涯学習講座の受講生募集

　「集い・つながる・学びの輪」をテーマに、皆さん
が心身ともに健康で豊かな生活を送れるよう生涯学
習を推進しています。令和８年度の受講生を募集し
ます。詳しくは本誌と一緒に配布するチラシや役場
ホームページをご覧ください。
■申込期限／ 4 月 22 日（水）

社会教育係　📞77-1183問
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募　集寄　附

お　礼

公共職業訓練の受講生募集企業版ふるさと納税

奉仕作業ありがとうございました

　離職者のスキルアップと再就職を支援するため公
共職業訓練（ハロートレーニング）が県内各地で開
講されます。受講無料（テキスト代等を除く）。

■申込先／最寄りのハローワーク
■コース／介護、医療事務、パソコンスキルなど

　国富町の菅自動車
（菅秀二郎社長）から
企業版ふるさと納税
の寄附として 50 万
円が贈られました。寄
附金は商工業発展の

ために活用します。ありがとうございます。

　（一社）県造園緑地協会宮崎支部による奉仕作業が
2 月 10 日に行われました。「美しい景観で来訪者を
迎えられるように」と、高妻造園など 9 社の皆さん
が綾城・綾国際クラフトの城周辺の樹木のせん定や
薬剤散布をしてくださいました。ありがとうござい
ました。

県立産業技術専門校　
📞0983-42-6509ふるさと納税係　📞77-4025

商工観光係　📞77-3464

問
問

問

毎月20日は
県内一斉消毒の日です

畜舎などの消毒を徹底しましょう
「発生予防」と「早期発見・通報」が重要です！

寄　付 愛のご寄付（2月受付分）

綾町社会福祉協議会
■一般寄付　寄付者（地区）／物品

　松元安光（中堂）／野菜

■忌明寄付　寄付者／物故者（地区）

　渡邉とみ子／邦夫（宮谷）
　岩脇隆／アキヱ（古屋）
　今市富子／幸夫（中堂）
　上床紀貴／正臣（古屋）
　落合征子／光雄（南麓）

※敬称略

寄　付 緑の募金

　県緑化推進機構の県民緑化運動の一環で、緑の募
金箱を設置しました。寄せられた募金は、生活環境
の緑化など、緑豊かで住みよい郷土づくりのために
活用されます。地域や事業所で緑化を検討する場合
はご相談ください。
■令和 7 年度募金額（12 月 31 日時点）／242,455 円

農林振興係　📞77-0100問
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